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“食と農”の新たな価値を創造し、組合員・利用者・地域の皆様、
みんなのくらしを豊かにする“愛されるＪＡ”をめざします。

　　　　　　　　

・ＪＡ晴れの国岡山がめざすもの（基本方針）
　ＪＡ晴れの国岡山は、組合員・利用者・地域の皆様とのつながりを第一に、よりよいサー
ビスを提供し続けるＪＡとして、その社会的責任を果たします。そのため、合併した 8 ＪＡ
それぞれがもつ強みを「協同の力」として結集し、持続可能な地域農業と豊かで暮らしやす
い地域社会の実現、そして強固で盤石な経営基盤を構築し、信頼され、地域に愛されるＪＡ
をめざします。

（１）組合員満足の向上
　組合員視点でニーズを把握し、組合員の満足度を向上します。

①岡山県農業の振興と農業所得の向上
②組合員のくらしの向上
③ＪＡ運営に声を届けるための参加・参画の仕組みづくり
④旧 8 ＪＡが実践してきた自己改革の横展開によるさらなる実践

（２）社会的存在価値
　地域農業を守り、地域から愛されるＪＡ活動をめざし、地域社会に貢献します。

①地域のくらしを守る運動の実践
②安全で、安心な農畜産物の供給
③関係市町村と連携した地域社会への貢献
④メディアの活用による広報活動を通じた農業・ＪＡ活動への理解促進

（３）現場力の発揮
　地域の特性、主体性を尊重した現場力の発揮に取り組みます。

①地域性を踏まえた事業展開
②機能集約による効率的な事業運営と健全な経営
③農家・組合員及び実需者との接点強化
④部門間連携による総合事業の展開

１．経　営　理　念

地元でとれた新鮮な野菜・
果物などの直売

ブドウ講習会

女性部による「みそづくり」

笑顔で利用者を迎える
支店職員

資材店舗で開く
家庭菜園講習会

水稲の共同育苗

●事業間相互の連携

●総合力の発揮

営農
指導事業 

加工・
その他事業

利用事業 信用事業 

購買事業 共済事業 

販売事業 
生活

指導事業 

組合員・利用者
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ワクワクする農業と地域の未来を
ＪＡ晴れの国岡山は岡山の農業とブランドを守り、食と農のワクワクする未来を創造してまいります。

ＪＡ晴れの国岡山の農畜産物や事業をPRするため、組織のシンボルとして誕生しました。
力を合わせて農業と地域の未来を照らします！

当ＪＡは皆さまの生活をサポートするため、多岐にわたる事業を展開しています。
総合力を発揮し、事業間の枠を超えた連携で、幅広いニーズにお応えします。

２．コ ー ポ レ ー ト ス ロ ー ガ ン

３．マスコットキャラクターの紹介

４．総合事業の展開

ソ  ラ
しっかりもので人懐こい男の子。
困っている人を見るとほっとけない。

サ  ン
好奇心旺盛で天真爛漫な女の子。
頑張りやさんだけど少しおっちょこ
ちょい。

地元でとれた新鮮な野菜・
果物などの直売

ブドウ講習会

女性部による「みそづくり」

笑顔で利用者を迎える
支店職員

資材店舗で開く
家庭菜園講習会

水稲の共同育苗

●事業間相互の連携

●総合力の発揮

営農
指導事業 

加工・
その他事業

利用事業 信用事業 

購買事業 共済事業 

販売事業 
生活

指導事業 

組合員・利用者
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　ＪＡ晴れの国岡山は、食と農を基軸として地域に根ざす協同組合として、組合員と農業・地域にとって
なくてはならない組織であり続けるため、組合員の声を聴き、不断の自己改革を通じて、農業生産の拡大、
農業者の所得増大、地域の活性化に取り組んでいます。

　ＪＡ出資型法人が担っ
ていた倉敷市内の水田を
ＪＡ直営事業で引き受け
を始めました。2021年は
新見市と倉敷市を合わせ
て約45haを生産し、耕作
放棄地の防止や地域農業
の維持に貢献しました。

　ＪＡバンクと協力して特別金利の設定や利子補給
などを実施し、担い手に対する訪問活動を通じて情
報提供や相談提案を行い、農業経営をサポートしま
した。

　ＪＡ全農おかやまと連携し、実需者の総菜・カッ
ト野菜など需要に応え、タマネギ、キャベツ、ハク
サイ、ナス、白ネギの契約栽培を推進。キャベツや

白ネギは前年を上
回る契約を積み上
げ、農家収益の確
保に努めました。

　特産品の認知度アップに向け、地元の製パン会社・
飲食店と共同で商品やメニュー開発、SNSを活用し
キャンペーンなどに取り組みました。

　船穂町ぶどう部会が「第51回日本農業賞」集団組
織の部で大
賞に輝きま
した。

　意見交換会や連携体制を協議し、リンドウ生産振
興協議会を設立し
ました。重点振興
品目の一つとして
情報や技術を共有
しながら生産振興
を進めています。

 ＪＡ直営で水田 45ha 担う

日本農業賞大賞受賞　船穂町ぶどう部会

業務用・加工用の野菜 124ha

リンドウ・アスパラガスで広域連携

情報提供や相談を通じて営農
をサポートするＪＡグループ
岡山農機フェア

受賞した船穂町ぶどう部会の部会員

５．わたしたちＪＡの自己改革 / 令和３年度 農業振興活動

農業関連の新規融資９億 4,500 万円
（前年対比３億円アップ）

特産品の認知度アップへ
地元企業と共同で商品開発

左から「フルーツサンド」、「作州黒クロワッサンダマンド」、
「エンダイブ特別メニュー」

水稲の施肥や防除の効率化に
向けて導入したドローン

契約栽培キャベツの収穫 岡山花き市場でのリンドウPR活動

地域の活性化

産地振興
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　栽培暦や注文書の統一化を図り、肥料・農薬等の
生産資材の品目集約をすすめました。水稲肥料農薬
の予約価格は当用より５％引
きの価格を設定し、予約購入
の上積みに取り組みました。

　委託販売米を検査から倉庫入出庫・最終精算・入
金まで統一管理する米穀共同計算システムを導入し
ました。地区ごとの複雑な単価計算や控除計算も本
店で一括処理
することが可
能になり、事
務手続きの負
担軽減につな
がっています。

　2021年産主食用うるち米の出荷者１万1,926人に
60㌔当り300円の支援金を振り込みました。総額
１億1,559万円でＪＡが独自に助成。米価の大幅下
落で影響を受ける出荷販売農家を支援し、生産意欲
の喚起につなげています。

　ＪＡ施設で集荷から加工調製まで一貫して手掛ける
「農協精米」「元気玄米」を製品化。准組合員を中心と
した消費拡大運動、直売所やオンラインショップでの
展開を通じて直接販売に取り組みました。

　ブドウの販売が過去最高の71億円を超え、モモを
合わせた果実全体で85億円を販売。ＪＡを代表する
品目として広域性を生かした産地リレーにより長期
安定出荷を実現し、くだもの王国岡山をけん引しま
した。ブドウは生産拡
大による出荷量の増加
に加え、堅調な国内需
要、好調な輸出需要に
支えられ販売を伸ばし
ました。

肥料農薬の品目集約　水稲 PB 規格は６品に

米の委託販売を統一管理　事務手続き負担軽減

米価下落を受け主食用米支援 1.1 億円

米の消費・販売拡大に総力

ブドウ販売が過去最高 71 億円超

組織一丸で取り組む米の直接販売 新たに製品化した
「農協精米」「元気玄米」「晴ればれ直行便」運行

広域性を生かし地産地消

　産地と直売所を結ぶ「晴ればれ直行便」をスター
ト。広域エリアで生産する多彩で豊富な農畜産物を
県内の直売所に自車便で流通させる体制を整えまし
た。中間コスト削減による農家所得の増大につなげ
る一方、消費者からは新鮮さや値ごろ感が喜ばれて
います。

　モモの新品種を導入
し、12月上旬までの長
期出荷を実現しました。

「白皇」「夢桃がたり」「晴
桃がたり」「冬桃がたり」
などの品種を加えた12
品種で、盆以降の需要
にも応え、農家所得の
増大につながりました。

モモ12 品種そろえ、長期出荷を実現

「晴ればれ直行便」によるブドウや桃の販売

水稲PB肥料の展示

新型コロナウイルス禍でブドウの
販売拡大を祈願

選果場で品質や規格を
揃えて出荷する

販売力強化

資材値下げ

意識・情報共有
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　ＳＤＧs（持続可能な開発目標）は、貧困や飢餓、地球温暖化などの課題を国際社会が協調して解決する
ために国連で採択された世界共通の目標です。この中にうたわれている「誰一人取り残さない」という精神
は、ＪＡをはじめとする協同組合の「一人は万人のために、万人は一人のために」という理念そのもので、
ＪＡの事業や活動は、地域社会の課題解決に貢献しています。

6．地域貢献情報（SDGs の取り組み）

（１）持続可能な食料の生産と農業の振興に取り組みます
　地域の特色ある品目の生産振興に向け、行政と連携した生産団地造成や栽培施設導入、生産者組織を中
心とした講習会や研究会の開催による生産技術力の高位平準化、ICT（情報通信技術）など新技術の研究に
よる省力化・効率化を進め、生産基盤の強化と生産拡
大に取り組み、農地の保全・活用に努めます。担い手
の育成確保のため、農業人フェアや就農オリエンテー
ションへの参加、就農のための農業塾の開催、農業融
資や補助事業の提案相談などに取り組んでいます。 ブドウ生産団地の造成を進め、

生産基盤を強化します
生産者を対象に栽培講習会を開き、
技術を高め合っています

（２）持続可能な食料供給に取り組みます
　「みんなのよい食プロジェクト」を通じて食の大切さ、国産・地元産の
豊かさ、農業の価値を伝える運動を展開し、食料自給率の向上や環境負
荷の軽減につながる消費行動への理解を広げています。管内の生産者が
作る農畜産物などの食材を国内や地域内で流通させる「国消国産」「地産
地消」を進め、特に直売所では近くで生産した農畜産物を出荷し、消費
者から新鮮でおいしいと喜ばれるとともに、生産者のやりがいや農家所
得向上につながり、地域の活性化にも貢献しています。カキ殻を米作り
の肥料に再利用して育てた資源循環型の「里海米」、集荷から加工、製品
化までＪＡが一貫して手掛ける「農協精米」「元気玄米」に加え、産地か
ら直売所を自車便で結ぶ「晴ればれ直行便」は代表的な取り組みです。

（３）農業生産における環境負荷の軽減に取り組みます
　ＧＡＰ（農業生産工程管理）や生産履歴記帳に取り組むとともに、栽培暦の作成配布や土壌診断などを実
施。営農指導員による巡回や講習会、購買店舗などを通じて適切な施肥・廃棄物の適正処理、農薬の適正使
用のための啓発・指導を行っています。農業で不用になったプラスチックやビニール、農薬などの資材の回

収・処分もサポートして
います。

地産地消の拠点となっている直売所

「晴ればれ直行便」による新米販売

環境負荷やコスト低減を考慮し、適正施肥、水管理、
病害虫対策などを盛り込む水稲の栽培暦

農薬の適正使用を徹底するために作成した
統一ハンドブック

◇ 除草剤の使い方 は最適使用時期の目安 は使用できる時期

ミズガヤツリノビエ ホタルイ クログワイ ウリカワ オモダカ コナギ アゼナ

主  

な  

雑  

草

●除草剤使用上の注意
①代かき時に除草剤を使用した場合７日間田植えは出来ません。
②代かきをていねいにして田面の均平を図る。
③漏水の激しい水田、風の強いときは使用しない。（薬害）

④散布後３～5日間は水深３～５㎝の湛水状態を保ち、7日間は落水や掛け流しをしない。
（ジャンボ剤、フロアブル剤は水深５～６㎝で使用する。）
⑤藻類・ウキクサ等が発生した場合は、モゲトン粒剤を2～３㎏／10a湛水散布する。

中・後期除草剤（雑草が残った場合）

お米は全量JAへ！
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１.
２.

３.

４.

毎年種子更新で優良米品種の作付けをしましょう。
深耕と有機物・土づくり資材で健康な土づくりを
しましょう。
早期移植は、心白、乳白粒が発生しやすいので、
適期移植に心がけましょう。
うす播き健苗で植付本数を１株当り3本～4本にしましょう。

５.
６.

７.

病害虫（カメムシ）の適正防除で品質向上につとめましょう。
早期落水する場合は、枯れうれ対策として走り水を
行いましょう。（土壌水分保持）
適期収穫と適正な乾燥調製（玄米水分14.5～15.0％）で、
一等米に仕上げましょう。
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早期落水をする場合は
走り水を行う

収穫時の注意

②④ ④

※収穫の適期は、青味のある籾の
割合が 1～2 割になったら
収穫する。

●コンバイン収穫の場合、長時間
籾を放置しないこと。
●玄米水分は、14.5～15.0％に
仕上げましょう。
消費者が一番きらっているの
は、過乾燥米です。
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青字…10a当り使用量
緑字…使用時期

穂
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み
期
防
除
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期
防
除

いもち病、紋枯病
ウンカ類、カメムシ類等主要病害虫
イッカツエース粉剤DL
３～４㎏　穂揃期まで

または
ハスラーRX粉剤DL

３～４㎏　収穫14日前まで

いもち病、カメムシ類、ウンカ類等主要病害虫
＋

紋枯病対策
ブラシンジョーカーフロアブル
１０００倍　６０～１５０L
収穫14日前まで

＋
バリダシン液剤5

1000倍　60～150L
収穫14日前まで

苗箱防除 10
日
〜
5
日
前

出
　
穂

フジワンラップ粒剤

いもち病、
ウンカ類、カメムシ類等
登熟歩合向上対策

いもち病、紋枯病、稲こうじ病、
ウンカ類、ツマグロヨコバイ、
カメムシ類等主要病害虫
ゴウケツモンスター粒剤

の生産は健康な土づくりから

 １．深耕   15cm以上

2 ．有機物の施用（10アール当り）

 3 ．土づくり肥料・資材施用（10アール当り）
省力資材 とれ太郎 60kg（３袋）～80kg（4袋）

（けい酸高吸収肥料）

粒状ミネリッチ ８０kg（４袋）～100kg（５袋）

普  通  田 粒状ケイカル 160kg（8袋）～200kg（10袋）

粒状ミネラルG 140kg（7袋）～200kg（10袋）

里  海  米

粒状セルカ 60kg（3袋）

完熟堆肥1,500kg又は、稲わら全量＋「石灰窒素
20kg」又は「豊土サングリーン（元肥用）5kg」又は「わら
ゴールド45kg」
※完熟堆肥・稲わらともに施用が少ない時はアヅミン
を２袋（40kg）施用
※堆きゅう肥・稲わら・山草等は収穫後なるべく早く入
れスキ込む。

●

土づくり必行事項（秋期施用） 本 田 の 施 肥 設 計 例（10a当たり施肥量/ｋｇ）
※あくまでも標準的な施肥例ですから、水田の条件、生育状態により適宜増減する。

①一発施肥　コシヒカリ～けい酸加里入り～
肥　料　名 総　量

25
30
25

25
30
25

基　肥

けい酸加里入りセラコートR860

けい酸加里プレミア

苦 土 重 焼 燐

成分：窒素 4.5、燐酸 10.3、加里 8.5

②一発施肥　コシヒカリ
肥　料　名 総　量

30
30
20

30
30
20

基　肥

セ ラ コ ート R L

けい酸加里プレミア

苦 土 重 焼 燐

成分：窒素 4.5、燐酸 11.5、加里 10.5

③一発施肥　あきたこまち
肥　料　名 総　量

40
30
20

40
30
20

基　肥

セ ラ コ ート R L
又はセラコートＲ486

けい酸加里プレミア

苦 土 重 焼 燐

成分：窒素 6.0（5.6）、燐酸 13.0（14.2）、加里 12.0（12.4）

⑤一発施肥　コシヒカリ（あきたこまち）
肥　料　名 総　量

30（40）
30
20

30（40）
30
20

基　肥

Jコート晴ればれ君500

けい酸加里プレミア

苦 土 重 焼 燐

成分：窒素 4.5（6.0）、燐酸 10.0（11.0）、加里 9.0（10.0）

⑥倒伏軽減剤入り一発施肥　コシヒカリ
肥　料　名 総　量

25
30
20

25
30
20

基　肥

登 熟 一 番 2 0 Ｗ

けい酸加里プレミア

苦 土 重 焼 燐

成分：窒素 5.0、燐酸 10.0、加里 9.0

⑦飼料用米一発施肥
肥　料　名 総　量

30 30
基　肥

セラコートＲ3033

成分：窒素 9.0、燐酸 0.9、加里 0.9

④一発施肥　きぬむすめ
肥　料　名 総　量

55
30
20

55
30
20

基　肥

成分：窒素 8.8、燐酸 13.6、加里 12.6

◇ 種籾の消毒手順
塩水選 水洗い 袋詰め 消毒液

芽出し 浸　種

消　毒 風　乾

1.141.11
生卵

ハト胸状態に仕上げる

比重の目安

（新鮮な卵を使用）

水洗いしないで
一昼夜陰干し24時間浸漬

10ℓ

50㎖10㎖
テ
ク
リ
ー
ド
Ｃ
フ
ロ
ア
ブ
ル

ス
ミ
チ
オ
ン
乳
剤
混合液とする

（５～７日）

３０℃で一昼夜

荒目の袋にゆとり
をもって入れる

塩水選後はよく
水洗いする。

＊種籾５㎏に薬液１０ℓを用いる。
＊薬液の温度は１０℃以上に保つ。
＊廃液は川や池に流さない。

＊３日程度は水を替えない。
＊以後は１～２日ごとに水を入れ替える。
＊流水での浸種はしない。

種子消毒液の作り方

水

10ℓ 10㎖ 50㎖
（１，０００倍） （２００倍）

スミチオン
乳剤

テクリードＣ
フロアブル

種
子
消
毒

区分 もちうるち

水10ℓ当りの量（㎏）
比重

食塩
硫安

1.14

2.2
3.1

1.11

1.7
2.2

注意事項
消毒した種籾は食糧や飼料に
しないこと。

育苗箱数
１箱当り １０a当り １箱当り １０a当り

播種量 （乾籾）

５ℓ ９０ℓ 160～180g
（１.4合） 3～3.5㎏稚 　 　 苗 １８枚

床土の必要量 ○苗立枯れの発生が心配される場合はナエファインフロアブル1,000
　倍又は、ダコレート水和剤500倍１箱あたり0.5リットル散布。
○薄播きで健全な苗づくり。
○発芽温度を確保し、一斉発芽に努める。
○高温、低温、過湿、過乾燥は病害の発生や苗質を低下させるので注意。
○育苗後半は、自然条件に慣らす。
○晩霜に注意する。

稚苗（18～20日）
第 ２
本葉

第 ３
本葉

第 ４
本葉

13cm 16cm

鞘
葉

第 １
本葉

不完
全葉

中苗（24～28日）

発 芽 期 緑 化 期

日 数 ２日 １～２日 ２～３日

温
度

３０～３２℃

３０～３２℃

２０～２５℃ ２０～２５℃

夜 間

昼 間

１５～１８℃ １２～１５℃

具体的な
管 理

育苗器を利用。育苗器又はビ
ニールハウス、
ビニールトンネ
ルで弱い光で
緑化。
夜間コモかけ。

ビニールハウ
ス又はビニー
ルトンネルで
保温。
夜間コモかけ。

硬 化 期

１5～１6日

１５～２２℃

１０～１５℃

昼間は充分に
換気し、日光
に充分当てる。
夜間は保温し、
最低温度に注
意。

◇ 育苗中の管理

理
想
苗

④ 

本
田
の
施
肥
設
計

① 

種
子
消
毒

② 

苗
づ
く
り

③ 

除
　
　
　
　草

カメムシ類等害虫対策
スタークル粒剤
3ｋｇ 収穫7日前まで

または
スタークル豆つぶ
250ｇ 収穫7日前まで

穂
ぞ
ろ
い
期
防
除

いもち病、カメムシ類等病害虫
ビームスタークル粉剤5DL
　　 収穫7日前まで

または
カメムシ類等害虫対策
スタークル粉剤DL
3ｋｇ 収穫7日前まで

穂
ぞ
ろ
い
期
防
除

カメムシ類対策
スタークル液剤10
1000倍　60～150L
収穫7日前まで

いもち病対策
ビームエイトゾル
1000倍　60～150L
収穫7日前まで

穂
ぞ
ろ
い
期
防
除

粒状セルカスター 100kg（5袋）～160kg（8袋）

35

45

移  

植  

期

幼
穂
形
成
期

穂
ば
ら
み
期3～4本

18～20本

浅水
中干し

間断灌がい 浅水間断灌がい

●適期収穫につとめよう。

収　穫

登
熟
期

葉色曲線

無効分げつ無効分げつ

分げつ曲線
24本24本

.

.

③

⑤

④

葉や穂軸が青くても、
籾の８～９割が
黄変したら収穫する。
※（青籾が1～2割程度）

（
4
〜
5
割

出
穂
し
た
時
期
）

コシヒカリイメージ図

あきたこまち（高冷地）
コシヒカリ
あきたこまち
きぬむすめ

4／上旬
4／下旬
4／下旬
5／上旬

5／上旬
5／中旬
5／中旬
5／下旬

ま
た
は

取り組む場合は
各広域営農経済
センター等へお問
い合わせ下さい。

〔一発型施肥例〕

〔分施型施肥例〕

セラコートR622

けい酸加里プレミア

苦 土 重 焼 燐

⑧分施型施肥　コシヒカリ
肥　料　名 総　量

40
30
20

25
30
20

基　肥

10(出穂18日前）
穂肥1

5（出穂10日前）
穂肥2

エ ー ス 2 7 7

けい酸加里プレミア

苦 土 重 焼 燐
成分：窒素 4.8、燐酸 9.8、加里 8.8

⑩分施型施肥　きぬむすめ
肥　料　名 総　量

30
25
30
20

30

30
20

基　肥

15（出穂23日前）

穂肥1

10（出穂10日前）

穂肥2

化成肥料14-14-14

N K C - 1 2 号

けい酸加里プレミア

苦 土 重 焼 燐
成分：窒素 8.2、燐酸 11.2、加里 15.2

⑨分施型施肥　あきたこまち
肥　料　名 総　量

25
15
30
20

25

30
20

基　肥

10（出穂20日前）

穂肥1

5（出穂10日前）

穂肥2

化成肥料14-14-14

N K C - 1 2 号

けい酸加里プレミア

苦 土 重 焼 燐
成分：窒素 5.9、燐酸 10.5、加里 12.5

1. 施肥例は標準であり、水田の条件、生育状況、病害虫発生状況、天候等を考
慮し適宜増減してください。

2. 肥沃田、日照不良田、堆きゅう肥多用田、大豆栽培跡地などでは施用量を減
らしてください。

3. 側条施肥田植機の場合は、基肥を15～ 20％減らしてください。

施肥上の留意点

－7田植前後日数 0 5 10 15 20 3025
除草剤の名前及び10a当たり使用量田植

体
系
処
理

初
中
期
一
発
処
理
剤

代かきから田植ま
で一週間以上あ
ける圃場

草の多い圃場

ジャンボ剤

1キロ剤

フロアブル剤

イネキングジャンボ　50ｇ×10個（ノビエ2.5葉期まで）

カチボシLジャンボ　30ｇ×10個（ノビエ2.5葉期まで）

ベッカクジャンボ　25ｇ×10個（ノビエ3葉期まで）

カチボシ１キロ粒剤51　1ｋｇ（ノビエ2.5葉期まで）

ベッカク１キロ粒剤　1ｋｇ（ノビエ3葉期まで）

イネキング１キロ粒剤　1ｋｇ（ノビエ2.5葉期まで）

カチボシLフロアブル　500ｍｌ（ノビエ2.5葉期まで）

　

※初中期一発剤または中・後期剤を使用

（ノビエ１葉期まで）

ダッシュワンフロアブル
500ｍｌ
サキドリEW500ｍｌ

7日間あけるダッシュワンフロ
アブル500ｍｌ
サキドリEW
500ｍｌ

※初中期一発剤または中・後期除草剤を使用

移植後15日～ノビエ3.5葉期、但し収穫60日前まで。
サンパンチ１キロ粒剤 1ｋｇ/10a

◎ヒエ対象

移植後15日～ノビエ4葉期、但し収穫45日前まで。
ヒエクリーン１キロ粒剤　1ｋｇ/10a

移植後15～55日、但し収穫60日前まで。
（イネ科を除く1年生雑草に落水状態で使用し、
3日間は水を入れない。）

◎広葉雑草対象
バサグラン粒剤　3～4ｋｇ/10a

移植後20日～ノビエ5葉期、但し収穫60日前まで。
ワイドパワー粒剤 3ｋｇ/10a

落
水
散
布

落
水
散
布

移植後15日～ノビエ5葉期、但し収穫50日前まで。
クリンチャーバスME液剤 1000ｍｌ/10a

移植後14日～ノビエ4葉期、但し収穫60日前まで。
レブラスジャンボ 400ｇ（40ｇ×10個）/10a

移植後14日～ノビエ3.5葉期、但し収穫45日前まで。
アトカラSジャンボMX 500ｇ（25ｇ×20個）/10a

移植後15日～ノビエ4葉期、但し収穫45日前まで。
ワイドショット1キロ粒剤 1kg/10a

いもち病
イネミズゾウムシ
イネドロオイムシ

チョウ目類等主要病害虫

紋枯病対策

Dr.オリゼパディート粒剤
50ｇ/箱　緑化期～移植当日

または
ツインターボフェルテラ箱粒剤
50ｇ/箱　播種時（覆土前）～移植当日

エバーゴルワイド箱粒剤
50ｇ/箱　播種時（覆土前）～移植当日

生
育
ス
テ
ー
ジ
水
管
理

8／上旬頃
8／上旬頃
7／下旬頃
8／中旬頃

9／上旬頃
9／上中旬頃
9／上旬頃
9／下 ～ 10／上旬頃

時
期（
目
安
）

溝
切
り（
ガ
ス
抜
き
）

田
植
え
後
20
日
頃

出穂５日前まで但し、
収穫45日前まで

３㎏ 3～
4㎏

出穂10日～30日前まで
但し、収穫30日前まで

◎ ヒエ・広葉雑草対象

移植後15日～ノビエ4葉期、但し収穫45日前まで。
ヒエクリーン豆つぶ250 250ｇ/10a

移植後20日～ノビエ6葉期、但し収穫30日前まで。
クリンチャーEW 100ｍｌ/10a

有機物による土づくり、穂づくり、味づくり！ JA晴れの国岡山 県中部用

JA晴れの国岡山水稲栽培ごよみ令和

3
年産

（
有
効
茎
数

  

20
本
確
保
後
）
中
干
し

（農薬登録内容確認：令和2年8月）※水稲除草剤の使用時期を守り、農薬散布後の止水管理を徹底しましょう。

3～
4ｋｇ

＋

分
げ
つ
期

分
げ
つ
期

有
効
分
げ
つ
終
期

有
効
分
げ
つ
終
期

出
穂
期

出
穂
期
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（４）農業の持つ多面的機能を発揮していきます
　子ども向けの収穫体験や料理教室の開催、教
材の贈呈などの食農教育活動、地域住民を対象
にした農協祭りなどのイベントを通じ、農作物
を口にするまでの過程や特徴を学ぶだけでな
く、自然環境や歴史文化、景観や生態系の保全
など農地、農村の暮らしに深く関わるさまざま
な役割も伝えています。

（５）安心して暮らせる持続可能で
豊かな地域社会づくりに貢献していきます

　交通安全機器や「こども 110 番の家」セーフティーコーン
贈呈、交通安全教室の開催、訪問活動による見守りや安否確
認、防犯・防災・美化活動への参加など、地域に根ざした活
動を通じて地域の安全安心な生活環境づくりに貢献してい
ます。障がい者雇用や農福連携による担い手の育成確保も進
めています。

（６）多様な関係者・仲間との連携・参画に努めます
　女性部や青壮年部には、食と農を大切にしたい女性や若手農業者が集まり、営農や暮らしをよりよくしよ
うと、仲間とともに楽しく学び合い、協同活動の輪を広げています。家庭で余っている食品を持ち寄り、食
支援が必要な人たちに届ける「フード＆ライフドライブ」、子ども食堂への米寄贈、コロナ禍の大学生への
食材支援などに取り組んでいます。東日本大震災や平成 30 年７月豪雨など災害時には、ＪＡグループの協
同の力を発揮し、被災した店舗や施設の復旧支援、炊き出しなどで助け合いました。

コロナ禍の学生への米寄贈 女性部と青壮年部による
「フード＆ライフドライブ」

大学と連携し、食と農を基軸に地域の活性化
に取り組む

米作りの体験を通じて稲作文化や
水田の役割などを学ぶ児童

食の大切さを学ぶ料理教室

地域農業の担い手として障が
い者が活躍する農福連携

県警と連携して開いている
交通安全教室
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　ＪＡ晴れの国岡山は、地域になくてはならないＪＡであり続けるため、組合員との徹底した対話を通じ、
総合事業を基本とした「不断の自己改革」を着実に実践します。令和４年度から令和６年度までの目標や具
体策を明記した工程表を策定し、組合員からの評価を踏まえたPDCAサイクルにより、「農業者の所得増大
と農業生産の確立」、さらに「地域・組織・事業基盤の確立」に向けて着実に取り組みます。

・ＪＡ直売所等を通じた地産地消の促進

・園芸重点品目を中心とした面積拡大推進による販売品取扱高増加

・ 予約率向上による資材価格の低コスト化（予約共同購入の上積みを進め、生産資材のコス

ト低減に向けてスケールメリットを発揮します）

重点目標１  持続可能な「農業所得の増大と農業生産の確立」

７．ＪＡ晴れの国岡山　中期経営計画（令和４年度～令和６年度）

地域になくてはならないＪＡであり続けるために

対話をもとに不断の自己改革を実践します

直売所販売品取扱高の目標

25.1 25.3
27.8

令和４年度 令和５年度 令和６年度

販売品取扱高の目標

253
260

269

令和４年度 令和５年度 令和６年度

生産資材の予約率目標

50 55 60

令和４年度 令和５年度 令和６年度

直売所でのイベント開催

12

15

20

令和４年度 令和５年度 令和６年度

直売所販売品取扱高の目標

25.1 25.3
27.8

令和４年度 令和５年度 令和６年度

販売品取扱高の目標

253
260

269

令和４年度 令和５年度 令和６年度

生産資材の予約率目標

50 55 60

令和４年度 令和５年度 令和６年度

直売所でのイベント開催

12

15

20

令和４年度 令和５年度 令和６年度

直売所販売品取扱高の目標

25.1 25.3
27.8

令和４年度 令和５年度 令和６年度

販売品取扱高の目標

253
260

269

令和４年度 令和５年度 令和６年度

生産資材の予約率目標

50 55 60

令和４年度 令和５年度 令和６年度

直売所でのイベント開催

12

15

20

令和４年度 令和５年度 令和６年度

単位：億円

単位：億円

単位：％
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・ 受発注システムの導入による事務軽減

・ 対話・意思反映

・ 農業振興の応援団の拡大（直売所でのイベント、地産地消、食農教育活動を通じて農業振

興の応援団を増やします）

・ 支店機能の見直しと支店再編

重点目標２  「食」「農」「地域」とこれらを支える「農業協同組合」にかかる県民理解の醸成

重点目標３  不断の自己改革の実践を支える経営基盤の強化

支店再編の目標

93
84 79

令和４年度 令和５年度 令和６年度

システム導入による事務軽減（再配置職員）

導入

令和４年度

20

令和５年度

8

令和６年度

項　目 2021年度計画 2021年度実績 2022年度計画

訪問日を通じた組合員との対話（回数）

統括本部運営委員会の開催(回数、出席人数)

組合員等「座談会」の開催(回数、出席人数)

直売所利用者モニター制度（意見提出人数）

准組合員モニター制度（意見提出人数）

毎月1回

8回、326人

37回、1,193人

100人

515人

毎月1回

8回、326人

29回、1,067人

200人

515人

毎月1回

8回、326人

37回、1,193人

300人

500人

支店再編の目標

93
84 79

令和４年度 令和５年度 令和６年度

システム導入による事務軽減（再配置職員）

導入

令和４年度

20

令和５年度

8

令和６年度

項　目 2021年度計画 2021年度実績 2022年度計画

訪問日を通じた組合員との対話（回数）

統括本部運営委員会の開催(回数、出席人数)

組合員等「座談会」の開催(回数、出席人数)

直売所利用者モニター制度（意見提出人数）

准組合員モニター制度（意見提出人数）

毎月1回

8回、326人

37回、1,193人

100人

515人

毎月1回

8回、326人

29回、1,067人

200人

515人

毎月1回

8回、326人

37回、1,193人

300人

500人

直売所販売品取扱高の目標

25.1 25.3
27.8

令和４年度 令和５年度 令和６年度

販売品取扱高の目標

253
260

269

令和４年度 令和５年度 令和６年度

生産資材の予約率目標

50 55 60

令和４年度 令和５年度 令和６年度

直売所でのイベント開催

12

15

20

令和４年度 令和５年度 令和６年度

支店再編の目標

93
84 79

令和４年度 令和５年度 令和６年度

システム導入による事務軽減（再配置職員）

導入

令和４年度

20

令和５年度

8

令和６年度

項　目 2021年度計画 2021年度実績 2022年度計画

訪問日を通じた組合員との対話（回数）

統括本部運営委員会の開催(回数、出席人数)

組合員等「座談会」の開催(回数、出席人数)

直売所利用者モニター制度（意見提出人数）

准組合員モニター制度（意見提出人数）

毎月1回

8回、326人

37回、1,193人

100人

515人

毎月1回

8回、326人

29回、1,067人

200人

515人

毎月1回

8回、326人

37回、1,193人

300人

500人

単位：回

単位：店舗

単位：人



−  9  −

　農業者の所得増大のため、1等米を原料にした家庭向け独自製品「元気玄米」の販売に取り組みました。
管内の産地から各直売所に特産品を運ぶ「晴ればれ直行便」を開設し、生産者と消費者を直接つなぐ架け橋
として事業を展開しました。
　また、コンプライアンス・プログラムの実践、自店検査や内部監査の取り組みを強化し、法令等を遵守す
る職場環境の構築に取り組みました。
　令和３年度の主な事業活動と成果については以下のとおりです。

・ 事 業 総 利 益 206億6,311万円

・ 事 業 利 益 7億4,691万円

・ 経 常 利 益 19億4,332万円

・ 税引前当期損失 5億4,582万円

・ 当 期 損 失 金 4億6,968万円

　組合員・利用者から信頼され必要とされる金融機関を目指し、金融サービスの向上に努めました。
　また、農業関連資金、住宅・小口ローンを中心に利用拡大に努めました。農業関連資金では、部門間で連
携して情報提供や相談・提案を行うとともに、利子補給や特別金利も実施し、担い手経営体のニーズに応え
ました。

　組合員・利用者の満足度向上を目指し、渉外員
の資質向上に努め、保障ニーズに応えた普及活動
に取り組みました。

８．事業の概況（令和３年度）

令和３年度決算の概要

【 貯金高 】
１兆3,562億128万円

【 新規農業関連資金 】
９億4,500万円

【 各種利益 】 【 事業総利益に占める各事業の割合 】

その他の事業 4,671万円
農業経営事業 1,974万円利用事業  14億8,856万円

加工事業 2億4,514万円
保管事業 1億6,055万円
販売事業  7億8,486万円

購買事業
29億6,045万円

定期性 
7,290億3,502万円

要求払い
（当座性・普通貯金など）

6,271億6,626万円
農業近代化資金
３億3,681万円

定期生命共済
248億1,340万円

養老生命共済 3,023億6,858万円

医療共済 204億2,925万円がん共済 42億9,500万円

定期医療共済 67億5,180万円

介護共済 265億5,573万円

年金共済 5億1,000万円

トータルプラン等
６億819万円

共済事業
72億5,930万円

信用事業
78億3,686万円

終身共済
1兆2,727億
4,567万円建物更生共済 

1兆9,192億
3,208万円

【 長期共済保有高 】
３兆5,777億153万円

信用事業

共済事業
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　栽培暦や注文書の統一化を図り、肥料農薬等の生産資材の
品目集約をすすめました。統一の園芸セールを４回開き、厳
選資材を特別価格で提供しました。

　米は、作況指数が「やや不良」となりましたが、495,280
俵を集荷しました。JAブランドの「元気玄米」や「農協精米」
の販売を強化し、キャンペーンなどを通じて販路拡大に取り
組みました。
　園芸品目は、広域で得た豊富な特産物の旬を届けるため、
エリア外の直売所へ自車便で輸送する「晴ればれ直行便」を
新たに開始しました。
　畜産では優良牛の増頭並びに受精卵移植による子牛生産の
増頭を図りました。

【 営農指導 】

　農業基盤の維持継続に向けて、国のコロナ関連事業として
「経営継続補助金」の伴走支援に取り組むとともに、「一時支
援金」「月次支援金」「事業復活支援金」にかかる登録機関と
して支援にあたりました。
　担い手の確保について、行政と連携した「トータルサポー
ト事業」の継続及びコロナ禍でのSNSなどを活用した「農業
人フェア」への参加などに努めました。
　トレーサビリティ、GAPへの取り組みによる「安全・安心」
な農畜産物の生産及びGAP継続のため点検や更新の支援を
行いました。

【生活指導】

　新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ、収穫体験や料
理教室などを開催し、食と農の大切さ、農業の持つ多面的な
役割などを伝えるとともに、地産地消の推進や食文化の伝承
などに取り組みました。組合員の健康増進のため、巡回人間
ドックや事後指導を実施しました。

【 購買品供給高のうち、生産資材の内訳 】 【 購買品供給高のうち、生活物資の内訳 】

【 購買品供給高 】
177億7,900万円

【 販売品取扱高 】
265億3,987万円

安全・安心な農畜産物の生産に取り組むため、栽培講習会
を開く

フレッシュミズによる加工品づくり

生産資材
132億2,435万円

燃料
38億485万円

その他
23億9,636万円

その他
1億4,911万円

衣料品
5,145万円

家庭燃料
20億8,449万円

麦・雑穀・豆類
4億6,616万円

その他 1億3,096万円

野菜
30億5,447万円

果実
85億7,839万円

花き・花木
4億9,157万円

直売所
24億7,979万円

畜産物
49億
2,415万円

米 
64億1,434万円

一般食品
14億2,807万円

生鮮食品
1億9,771万円

米
4億3,795万円

日用雑貨・保健用品
2億,584万円

農業機械
19億3,509万円

農薬
17億1,820万円

肥料
19億8,498万円

自動車
9億539万円

飼料
4億7,944万円

生活物資
45億5,465万円

購買事業

販売事業

指導事業
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　組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくためには、より健全性の高い経営を確保し、信
頼性を高めていくことが重要です。
　このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく「リスク管理方針」・

「リスク管理規程」を策定し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リスク管理の基本的な体
系を整備しています。
　また、この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通じてリス
ク管理体制の充実・強化に努めています。

■信用リスク管理
　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の価値が減
少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件につ
いては理事会において対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に審査担当部
署を設置し各支店と連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッ
シュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与
信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正
に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。
また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、
資産及び財務の健全化に努めています。

■市場リスク管理
　市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債

（オフ･バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動
し損失を被るリスクのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。金利リスクとは、金
利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利が変
動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リスクとは、有価証
券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。
　当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、
収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視
したALMを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔
軟な財務構造の構築に努めています。
　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当ＪＡの保有有
価証券ポートフォリオの状況やALMなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層
で構成するALM委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門
は、理事会で決定した運用方針及びALM委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリス
クヘッジを行っています。運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っているかど
うかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

 リスク管理基本方針

リスク管理体制

9．リ ス ク 管 理 の 状 況
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■流動性リスク管理

　流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難にな
る、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰
りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での
取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。
　当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動
性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置
づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行ってい
ます。
          
■オペレーショナル・リスク管理

　オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切であること又
は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、収益発生を意図し能動的な要因により
発生する信用リスクや市場リスク及び流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、
法務などについて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクと定義しています。事務リスク、
システムリスクなどについて、事務手続にかかる各種規程を理事会で定め、その有効性について内部監査
や監事監査の対象とするとともに、事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報
告する体制を整備して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

■事務リスク管理
　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融機関が損
失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理を行
うため事務マニュアルを整備するとともに、自主検査を実施し事務リスクの削減に努めています。また、
事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監査により重点的な
チェックを行い、再発防止策を実施しています。

■システムリスク管理
　システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金融機関が
損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機関が損失を被るリスクのこ
とです。当ＪＡでは、コンピュータシステムの安全かつ円滑な運用に努めるとともに、システムの万一の
災害・障害等に備え、「情報セキュリティ基本規程」等を設定しています。

　利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の厳しい批判に鑑みれば、
組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行うことがますます重要
になっています。
　このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、この徹底こそが
不祥事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がるとの観点にたち、コンプライアンスを重視した
経営に取り組みます。

 コンプライアンス基本方針

法令遵守体制
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　コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長をコンプライアンス最高責任
者とし、コンプライアンスの推進を行うため、本店各部門・各支店にコンプライアンス担当者を設置してい
ます。
　基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、研修会を行
い全役職員に徹底しています。
　毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、実効性のある推進に努めるとともに、統括部署を設置
し、その進捗管理を行っています。
　また、組合員・利用者の皆さまの声を真摯に捉え、前向きに事業に反映するため、事業運営に関する苦
情・相談等をお受けし、誠実な対応に努めています。       
    

①苦情処理措置の内容
　当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホームペー
ジ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連とも連携し、迅速かつ適切な対応に努
め、苦情等の解決を図ります。
当ＪＡの苦情等受付窓口
　コンプライアンス対策室（電話：086-476-1831（月～金　8時30分～ 17時））
②紛争解決措置

　当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。
・信用事業

　岡山弁護士会岡山仲裁センター        
　① の窓口または（一社）ＪＡバンク相談所（電話：03-6837-1359）にお申し出ください。
・共済事業

　（一社）日本共済協会　共済相談所（電話：03-5368-5757）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html
　（一財）自賠責保険・共済紛争処理機構　http://www.jibai-adr.or.jp/
　（公財）日弁連交通事故相談センター　　https://n-tacc.or.jp/
　（公財）交通事故紛争処理センター　　　https://www.jcstad.or.jp/
　日本弁護士連合会　弁護士費用保険ＡＤＲ　 https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html
　各機関の連絡先（住所・電話番号）につきましては、上記ホームページをご覧いただくか、①の窓口に
お問い合わせ下さい。

 

　当ＪＡでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の業務の
遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを通じて業務運
営の適切性の維持・改善に努めています。
　また、内部監査は、ＪＡの本店・支店のすべてを対象とし、年度の内部監査計画に基づき実施しています。
監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的に被監査部門の改善取り
組み状況をフォローアップしています。また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告することとしていますが、
特に重要な事項については、直ちに理事会、代表理事組合長及び監事に報告し、速やかに適切な措置を講じ
ています。

 コンプライアンス運営態勢

内部監査体制

金融ADR制度への対応
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　法令遵守の徹底や、より健全性の高い経営を確保し、組合員・利用者の皆さまに安心して組合をご利
用いただくために、以下のとおり内部統制システム基本方針を策定し、組合の適切な内部統制の構築・
運用に努めています。

１．理事及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①組合の基本理念及び組合のコンプライアンスに関する基本方針を定め、役職員は職務上のあらゆる

場面において法令・規則、契約、定款等を遵守する。
②重大な法令違反、その他法令及び組合の諸規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直

ちに監事に報告するとともに、理事会等において協議・検討し、速やかに是正する。
③内部監査部署は、内部統制の適切性・有効性の検証・評価を行う。監査の結果、改善要請を受けた

部署は、速やかに必要な対策を講じる。
④反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
⑤組合の業務に関する倫理や法令に抵触する可能性のある事項について、役職員等が相談もしくは通

報を行うことができる制度(ヘルプライン)を適切に運用し、法令違反等の未然防止に努める。
⑥監事監査、内部監査、会計監査人が密接に連絡し、適正な監査を行う。

２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①文書・情報の取扱いに関する方針・規程に従い、職務執行に係る情報を適切に保存・管理する。
②個人情報保護に関する規程を整備し、個人情報を適切かつ安全に保存、管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①認識すべきリスクの種類を特定するとともに管理体制の仕組みを構築し、リスク管理の基本的な態

勢を整備する。
②理事は組合のリスクを把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から事前ないし事後に

適切な対応を行い、組合経営をとりまくリスク管理を行う。
４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①職制、機構、業務分掌、指示命令系統を明文化し、役職員の職務執行を効率的に遂行する。
②中期経営計画及び同計画に基づく部門別事業計画を策定し、適切な目標管理により、戦略的かつ効

率的な事業管理を行う。
５．監事監査の実効性を確保するための体制

①監事が円滑に職務を執行し、監事監査の実効性を確保するための体制を整備する。
②監事が効率的・効果的監査を遂行できるよう支援する。
③理事や内部監査部署等は監事と定期的な協議、十分な意思疎通をはかることにより、効率的・効果

的監査を支援する。
６．組合における業務の適正を確保するための体制

①各業務における規程やマニュアル、業務フロー等の管理態勢を整備し、適正かつ効率的に業務を執
行する。

７．財務情報その他組合情報を適切かつ適時に開示するための体制
①会計基準その他法令を遵守し、経理規程等の各種規程等を整備し、適切な会計処理を行う。
②適時・適切に財務報告を作成できるよう、決算担当部署に適切な人員を配置し、会計・財務等に関

する専門性を維持・向上させる人材育成に努める。
③法令の定めに基づき、ディスクロージャー等を通じて、財務情報の適時・適切な開示に努める。
④財務諸表の適正性、財務諸表作成にかかる内部監査の有効性を確認し、その旨をディスクロージャー

に記載する。

内部統制システム基本方針
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　当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務基盤の
強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努めるとともに、不良債権処理及び業務の効率
化等に取り組んだ結果、令和４年３月末における自己資本比率は、12.77％となりました。

　当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資によっています。
　■普通出資による資本調達額

　

　当ＪＡは、「自己資本比率算出規程」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出して、
当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資
本の維持を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。
　令和３年度末の出資金額は、対前年度比51百万円減の25,687百万円となっています。

項 目 内 容
発 行 主 体 晴れの国岡山農業協同組合

資 本 調 達 手 段 の 種 類 普通出資

コア資本に係る基礎項目に算入した額 25,687百万円（前年度25,738百万円）

自己資本比率の状況

経営の健全性の確保と自己資本の充実

10．自 己 資 本 の 状 況
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　信用事業は、貯金、貸出、為替などいわゆる銀行業務を行っています。この信用事業は、ＪＡ・農林中
金が有機的に結びつき、「ＪＡバンク」として大きな力を発揮しています。
◇貯金業務

　組合員の方はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の皆さまからの貯金をお預かりしています。普通貯
金、当座貯金、定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を目的・期間・金額にあわせてご利用いた
だいています。
　また、公共料金、都道府県税、市町村税、各種料金のお支払い、年金のお受け取り、給与振込等もご利
用いただけます。

○主な貯金商品のご案内 令和４年７月1日現在

種類 特 徴 預入期間 預入金額

当座貯金
主に小切手や手形の支払資金となるもので、商工業者の営業資金の
出し入れに使われています。

定めなし １円以上

総合口座

「引出す・預入れる」の基本機能に加え、給与や年金等の「受取り」、
公共料金などの自動引落としといった「支払い」、毎月決まった日に
普通貯金から定期積金に振替えて確実に「貯める」など便利な機能
満載です。
また、自動送金や集金のお取扱いもできます。
総合口座に定期貯金をセットすることにより、無理なく「貯める」
ことができます。
さらに、定期貯金を担保組入れすることにより、貯金残高よりも多
くのお金が必要になった時、定期貯金を担保として「自動融資（当
座貸越）」でお借入もできます。

定めなし 1円以上

普通貯金

「引出す・預入れる」の基本機能に加え、給与や年金等の「受取り」、
公共料金などの自動引落としといった「支払い」、毎月決まった日に
普通貯金から定期積金に振替えて確実に「貯める」など便利な機能
満載です。
また、自動送金や集金のお取扱いもできます。

定めなし 1円以上

貯畜貯金
使い道の決まらないお金を預けて増やしながら、いつでも使える貯
金です。ボーナスや年金などの大切なお金を普通貯金より有利に運
用しながら、いつでも引出せるようにしておきたいときに便利です。

定めなし 1円以上

定期積金

自分が決めた目標額にあわせて、毎月の預入指定日に積み立てます。
毎月の給料日などに普通貯金から自動的に振替えることもできます。
積立期間は自由に選べ、あなたの計画にそって無理なく、目標を達
成できます。

6 ヶ月
～ 10 年

1回あたり
1,000 円

以上

定期貯金
お預け期間は 1 ヶ月以上の決められた期間です。預入時の利率が
満期日までに変わらない確定利回りです。総合口座にセットすれば、
自動融資が受けられるので、大変便利です。

1 ヶ月
～ 10 年

1 円
以上

 信用事業

主な事業の内容

11．主 な 事 業 の 内 容
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◇貸出業務
　農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、組合員の皆さまの生活を豊かにするための生活改善
資金等を融資しています。
　また、地域住民の皆さまの暮らしに必要な資金や、地方公共団体、農業関連産業・地元企業等、農業以
外の事業へも必要な資金を貸し出し、農業の振興はもとより、地域社会の発展のために貢献しています。
　さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等の代理貸付、個人向けローンも取
り扱っています。

○主な各種ローンのご案内 令和４年７月１日現在

種　類 特　徴 期 間 融資金額

住宅ローン
土地の購入、住宅の新築・購入をはじめ、増改築・改装・補
修など住宅に関する様々な用途にご利用いただけます。また、
すでにご利用の住宅ローンを借り換える際にもご利用いただ
けます。

3年以上
40年以内

10万円以上
10,000万円

以内

マイカー 
ローン

自動車・バイク（ともに中古車を含む）のご購入をはじめ、修理・
車検費用・運転免許取得のためのご資金など、カーライフに
関する様々な用途にご利用いただけます。
また、車庫建設のためのご資金にもご利用いただけます。

6か月以上
10年以内

10万円以上
1,000万円

以内

フリーローン
生活に必要な一切のご資金に、ご利用いただけます。 6か月以上

10年以内
10万円以上

500万円
以内

リフォーム 
ローン

住宅の増改築・改装・補修、太陽光発電システム、耐震改修
工事費、システムキッチン、造園、物置など住宅関連設備に
お役立ていただけます。

1年以上
15年以内

10万円以上
1,500万円

以内

教育ローン
教育施設に就学されるお子さまの入学金、授業料、学費、アパー
トの家賃等にご利用いただけます。
また、在学中の方でもご利用いただけます。

据置期間を
含め最長

15年

10万円以上
1,000万円

以内

カードローン

あらかじめ決めておいた借入枠の範囲内なら、いつでも何回
でも繰り返し利用することができます。使いみちは自由なので、
さまざまな用途に利用できます。
全国のＪＡのＡＴＭはもちろん、他の提携金融機関のＡＴＭ
でも借り入れることができます。急に現金が必要になったと
きも、スピーディーに借り入れできます。

ご契約日
から1年

10万円以上
500万円以内
10万円単位

◇為替業務
　全国のＪＡ・農林中金の店舗を始め、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為替網で結び、当ＪＡの窓
口を通して全国のどこの金融機関へでも振込・送金や手形・小切手等の取立が安全・確実・迅速にできま
す。
◇その他の業務及びサービス

　当ＪＡでは、オンラインシステムを利用して、各種自動受取、各種自動支払や事業主の皆さまのための
給与振込サービス、自動集金サービスなど取り扱っています。
　また、国債（新窓販国債、個人向け国債）の窓口販売の取り扱い、国債の保護預かりなど、いろいろな
サービスに努めています。
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◇手数料一覧（消費税10%を含む）
◯信用事業手数料 令和４年７月１日現在

手数料項目・種類等 金額 備考

貯金残高証明書

通常発行1通につき 330円

手書発行1通につき 1,100円

英文発行1通につき 1,100円

取引履歴(明細表)発行
［電子帳票　最長10年まで］

30枚以下 550円
1口座当たり

30枚超 1,100円

貯金通帳再発行 1冊につき 1,100円

　但し、解約を目的とする通帳の再発行 1冊につき 110円

貯金証書再発行 1通につき 1,100円 媒体変更に伴う貯
金証書再発行含む

　但し、解約を目的とする証書の再発行 1通につき 110円

ICキャッシュカード

新規発行１枚につき 無料

但し、クレジット
機能を外す等の切
替の場合は、再発
行手数料をいただ
きます。

再発行１枚につき 1,100円

磁気不良による再発行１枚につき 1,100円 但し、発行後
3カ月以内は免除

ＪＡ一体型カード

新規発行１枚につき 無料

更新発行（5年ごと）1枚につき 無料

再発行1枚につき 1,100円

磁気不良による再発行1枚につき 1,100円 但し、発行後
3カ月以内は免除

再発行手数料共通免除項目
　○貯金通帳　　○ICキャッシュカード
　○貯金証書　　○ＪＡ一体型カード

1.火災・自然災害等による再発行は免除
2.改姓改名または商号変更のための再発行は免除

手形用紙（約束手形） 1冊につき 1,100円 但し、借入用約束
手形は無料

小切手帳 1冊につき 880円

自己宛小切手 1枚につき 550円

当座貯金口座開設 1件につき 3,300円

保護預り規定に基づく口座管理手数料 1口座につき 無料

個人情報の開示等の手数料 1件につき 1,100円

貸出金残高証明書 1通につき 330円 年末調整・確定申
告等使用分は除く

住宅取得資金に係る年末残高証明書の再
発行 1通につき 330円
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手数料項目・種類等 金額 備考

融資証明書 1通につき 550円

ワイドカード
ローンカード

新規発行1枚につき 無料

再発行１枚につき 1,100円

確定日付取得に伴う手数料 1件につき 1,100円

貸出金償還年次表再発行 1通につき 3,300円

インターネット
登記情報提供サービス
利用手数料

不動産登記情報（全部事項）1件 715円

地図情報（公図）1件 550円

貸出金条件変更 1貸付につき 11,000円 金融円滑化等に伴
う条件変更は不要

貸出金固定選択手数料 1件につき 無料

（根）抵当権（一部）抹消書類の交付 1件につき 無料

貸出金実行手数料
※抵当権を設定しな
い場合の実行手数料
は不要

実行金額500万
円以下 1件につき 5,500円

但し、農業資金は
免除

実行金額500万
円超～ 1,000万円

以下
1件につき 11,000円

実行金額1,000万
円超～ 2,000万円

以下
1件につき 22,000円

実行金額2,000万
円超 1件につき 33,000円

貸出金繰上償還
 （全額）
※貯金担保・共済担
保・当座貸越型・手
形貸付は不要

償還金額100万
円未満 1件につき 1,100円

償還金額100万
円以上～ 500万

円未満
1件につき 3,300円

償還金額500万
円以上～ 1,000万

円未満
1件につき 11,000円

償還金額1,000万
円以上 1件につき  33,000円

貸出金繰上償還
 （一部）
※貯金担保・共済担
保・当座貸越型・手
形貸付は不要

償還金額100万
円未満 1件につき 1,100円

JAネットバンクか
らの一部繰上返済
は無料

償還金額100万
円以上～ 500万

円未満
1件につき 3,300円

償還金額500万
円以上～ 1,000万

円未満
1件につき 11,000円

償還金額1,000万
円以上 1件につき  33,000円
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◯内国為替手数料　（令和４年７月１日現在）

送金手数料

手数料項目・種類等 他金融機関あて 系統金融機関あて 当組合自店・本支店あて

普通扱い １件につき 660円 550円 440円

振込手数料

手数料項目・種類等 他金融機関
あて

系統金融機関
あて

当組合自店・
本支店あて

窓口扱い

電信扱い

3万円未満
1件につき 660円 440円 無料

3万円以上
1件につき 880円 550円 無料

文書扱い

3万円未満
1件につき 550円 330円 無料

3万円以上
1件につき 770円 440円 無料

※当組合が納付場所として指定されていない市町村の公金等の取扱を含みます。

定時自動送
金手数料

電信扱い
文書扱い

3万円未満
1件につき 440円 220円 無料

3万円以上
1件につき 660円 440円 無料

振替サービス（振込）

3万円未満
1件につき 440円 220円 無料

3万円以上
1件につき 660円 440円 無料

ＡＴＭ振込手数料

3万円未満
1件につき

現金 550円 220円 無料

カード 440円 110円 無料

3万円以上
1件につき

現金 770円 440円 無料

カード 660円 330円 無料

給与・賞与振込媒体によ
る委託契約（契約書有）

3万円未満
1件につき 330円 110円 無料

3万円以上
1件につき 330円 110円 無料

当組合内振込手数料［店内振込（振替及び現金）］
他金融機関あて 系統金融機関あて 当組合自店・本支店あて

- - 無料

代金取立手数料

手数料項目・種類等 他金融機関あて 系統金融機関
あて

当組合自店・
本支店あて

同一手形交換所（岡山交換加入店分）の手形・小切手　1通につき 220円

上記以外の手形・小切手
至急扱い　1通につき 880円 550円 110円

普通扱い　1通につき 660円 440円 110円
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その他手数料

手数料項目・種類等 当組合自店・本支店あて

送金・振込の組戻料　1件につき 660円

取立手形組戻料（取立手形返却料含む）　1件につき 660円

不渡り手形返却料　1通につき 660円

取立手形店頭呈示料　1通につき 660円

※ただし、660円を超える取立経費を要する場合は、その実費を徴する。

口座振替収納媒体による委託契約
(契約書有)

3万円未満 振替依頼件数 1件につき 55円

3万円以上 振替依頼件数 1件につき 55円

定時自動集金手数料 振替依頼件数　1件につき 55円

振替サービス（引落） 振替依頼件数　1件につき 55円

媒体持込手数料 1持込あたり 4,400円

（注）視覚障がい者等による窓口送金および窓口振込に係る取扱手数料はATM振込手数料に減免させてい
ただきます。

◯紙幣・硬貨への両替手数料、金種指定の払戻し手数料、紙幣・硬貨取扱手数料　　令和４年７月１日現在

50枚以下 無料

51 ～ 400枚 330円

401 ～ 500枚 440円

501 ～ 600枚 550円

601 ～ 700枚 660円

701 ～ 800枚 770円

801 ～ 900枚 880円

901 ～ 1,000枚 990円

1,001枚～ 2,000枚 1,100円

2,001枚以上 1,000枚ごとに1,100円の加算

①両替枚数は、お申込枚数、またはお受取枚数のいずれか多い方となります。（枚数は紙幣・硬貨合わせた合計枚数）
② 金種指定された現金の払出しにおいても、枚数に応じて同様の手数料となります。（枚数は紙幣、硬貨合わせ

た合計枚数、但し、1万円札は合計枚数から除きます。）
③ 預入についても、枚数に応じて同様の手数料となります。（枚数は紙幣、硬貨合わせた合計枚数、但し、1万

円札は合計枚数から除きます。）※1回の来店時に複数の取引(複数枚の入力票取引、複数口座の取引等)により、
合計枚数が上記に該当する場合、手数料を申し受ける場合があります。

④大量の汚損した現金の場合、受付できない場合がございます。
⑤ 50枚以下でも恒常的な硬貨を含む払戻し、預入れ、両替については、別途手数料を申し受ける場合がございます。
（恒常的とは・・・１営業日に複数回の取引（例：午前と午後）、５営業日間に３日以上の来店等、当組合が恒
常的と判断したもの）

⑥表示のない手数料については、実費を申し受ける場合がございます。
⑦振込・税金諸納付等を含みます。
※義援金（災害で被災した自治体へ送る等）、募金（赤い羽根共同、歳末たすけあい、日本赤十字社、ピンク・リ
ボン等）を硬貨で行う場合は、紙幣・硬貨取扱手数料は頂戴いたしません。
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◯ＪＡネットバンク手数料（令和４年７月１日現在）

内国為替手数料

手数料項目・種類 他金融機関あて 系統金融機関あて 当JA自店・本支店あて

振込手数料

３万円未満
１件につき 275円 55円 無料

３万円以上
１件につき 385円 55円 無料

法人ネットバンク手数料

月額基本利用料

利用料種類 利用料

基本サービス月額手数料
（照会・振込等） 1,100円

基本サービス月額手数料＋データ伝送サービス月額手数料
（総振・給振・口座振替） 3,300円

振込（振替）手数料

手数料項目・種類 他金融機関
系統金融機関（他ＪＡ） ＪＡ晴れの国岡山（当ＪＡ）

県外 県内 他店舗あて 同一店舗あて

振込（振替）
手数料

３万円未満
１件につき 440円 110円 110円 無料 無料

３万円以上
１件につき 660円 330円 330円 無料 無料

総合振込
手数料

３万円未満
１件につき 440円 110円 110円 無料 無料

３万円以上
１件につき 660円 330円 330円 無料 無料

給与・賞与振込
手数料

３万円未満
1件につき 330円 110円 110円 無料 無料

３万円以上
１件につき 330円 110円 110円 無料 無料

口座振替
手数料 １件につき - - 55円 55円 55円
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系統セーフティーネット

ＪＡバンク・セーフティーネットについて
　ＪＡバンクでは、「破綻未然防止システム」と「貯
金保険制度」により「ＪＡバンク・セーフティーネッ
ト」を構築しています。これにより、組合員・利用
者の皆さまにより一層の安心を届けています。
◇「破綻未然防止システム」の機能

　「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンクの健全性を確保し、ＪＡ等の経営破綻を未然に防止するため
のＪＡバンク独自の制度です。具体的には、（1）個々のＪＡ等の経営状況についてチェック（モニタリン
グ）を行い、問題点を早期に発見、（2）経営破綻に至らないよう、早め早めに経営改善等を実施、（3）全
国のＪＡバンクが拠出した「ＪＡバンク支援基金※」等を活用し、個々のＪＡの経営健全性維持のために
必要な資本注入などの支援を行います。
　※2021年３月末における残高は1,652億円となっています。
◇「一体的な事業運営」の実施

　良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の強化、共同運営シ
ステムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等の一体的な事業運営の取り組みをしています。
◇貯金保険制度

　貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合などに貯金者を保護
し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度で、銀行、

◇ＪＡバンクシステムのしくみ
　組合員・利用者から一層信頼され利用される
信用事業を確立するために、「再編強化法（農林
中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信
用事業の再編及び強化に関する法律）」に則り、
ＪＡバンク会員（ＪＡ・信連・農林中金）総意
のもと「ＪＡバンク基本方針」に基づき、ＪＡ・
信連・農林中金が一体的に取り組む仕組みを「Ｊ

Ａバンクシステム」といいます。
　「ＪＡバンクシステム」は、ＪＡバンクの信
頼性を確保する「破綻未然防止システム」と、
スケールメリットときめ細かい顧客接点を生か
した金融サービス提供の充実・強化を目指す「一
体的事業運営」の2つの柱で成り立っています。 
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　ＪＡ共済は、農業協同組合が理念とする「相互扶助」の原点として、組合員・利用者の信頼と期待に応
え「安心」と「満足」を提供します。
　また、最良の保障・価格・サービスによる「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提供を通じて組合員、
利用者の豊かな生活づくりに努めます。

信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同様な制度です。
　なお、この制度を運営する貯金保険機構（農水産業協同組合貯金保険機構）の責任準備金残高は、2021年
３月末現在で4,522億円となっています。

共済事業



−  25  −

◇令和3年度のＪＡ共済「事業概要」について
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　購買事業は、組合員や地域住民の皆さまの営農・生活に必要な商品を多数取り扱っています。
　営農関連では、肥料、農薬、農業資材、農業機械等を、生活関連では、米、一般食料品、日用品はもと
より、自動車、家庭電気製品、燃料、ＬＰガス、石碑にいたるまでを取り扱い、一括購入や流通コストの
低減と良品供給に努め、利用者の安心と利益に貢献しています。

生産資材
野菜・花の種苗、土、肥料・農
薬など、家庭菜園にもお使いい
ただける農業資材をそろえてい
ます。

農 機
農業機械の購入・修理は、大型
機械から家庭菜園向けの小型機
械まで専門スタッフにご相談く
ださい。

給油所
ガソリン、軽油、灯油、タイヤ、
オイルなどの販売・交換など、
組合員でない方も安心してご利
用いただけます。

自動車
新車・中古車の販売・買取、
ローン、自動車共済、整備、車
検など、車のことなら何でもご
相談ください。

ＬＰガスセンター
ガス工事、器具の設置・修理、
点検、検針、保守管理まで、安
全・安心にお使いいただけるＬ
Ｐガスです。

生活店舗
組合員の方だけでなく、地域の
皆さまの毎日の暮らしに必要な
食料品・生活用品などを販売し
ています。

仕出し弁当・会席料理など
葬儀や法要、各種宴会、催事な
どの会席、オードブル、弁当な
どの注文を承ります。

葬 祭
葬儀・法要に関するすべて、仏
壇・仏具・お供物・墓石・お料
理・病院へのお迎えなどもご対
応いたします。

その他暮らし全般
「衣食住」の暮らし全般に関す
る様々なご相談を承っておりま
す。

購買事業
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　生産者から消費者へ新鮮で安全・安心な農畜産物をお届けする事業を行っています。生産者が生産した
農畜産物を市場に出荷するほか、「地産地消」の取り組みとして、管内の直売所では当ＪＡ管内で生産さ
れた米、野菜、果樹等の農産物を消費者の方々に提供しています。
　さらに、地元農産物をオンラインショップで取り扱い、全国の消費者の方にお届けしています。

農産物直売所
　地元で採れた新鮮な野菜や果
物、花、米、精肉、手作り加工
品などを販売しています。

地元産の新鮮な農産物が並ぶ直売所 新米のおいしさをPRするキャンペーンの展開

オンラインショップ
https://harenokuni-shop.jp/

販売事業




